
　心身に障がいをお持ちの方の積極的な社会参加と生活圏の拡大を進めるため、福祉給油券
および福祉タクシー利用券を交付します。交付はいずれか一方となります。

※お問い合わせ先　健康福祉課福祉Ｇ　☎６６２ -２６７３

次の各要件に該当する方
Ⅰ．　町内に住所があり、実際に住所地で生活している方
Ⅱ．下記のいずれかを所持している方（②のみに該当する方は、福祉タク
　　シー利用券のみ申請できます）

①身体障害者手帳所持者
　視覚障害：１～４級　　　 聴覚障害：２・３級
　上　　肢：１～４級　　　 下　　肢：１～５級
　体　　幹：１・２・３・５級　内部障害：１・３・４級
②療育手帳所持者でＡランクの方
③精神障害者保健福祉手帳所持者で１～３級の方

Ⅲ．福祉給油券については、対象者本人が運転可能で、自動車検査証の
　　「所有者」「使用者」本人名義の車がある方

印鑑、上記の手帳印かん、運転免許証、車検証、身体障害
者手帳または精神障害者保健福祉手帳

●３月29日（火）午前９時～正午…役場103会議室
●３月30日（水）午前９時～正午…保健福祉センター検診ホール
※４月１日以降も次の窓口で申請できます。
　福祉給油券…保健福祉センター
　福祉タクシー利用券…役場総合窓口または保健福祉センター

「身体障がい者自動車福祉給油券」・「福祉タクシー利用券」
交付のお知らせ

「身体障がい者自動車福祉給油券」・「福祉タクシー利用券」
交付のお知らせ

申請日時・場所

持ち物

対象者

福祉給油券 福祉タクシー利用券

国民健康保険の加入 ・    脱退、
㊫保険証の手続きをお忘れなく！

国民健康保険に加入するとき
●退職等によってご加入の医療保険を脱退したとき（切れ目なく他の
　医療保険に加入した場合を除く）
●前住所地で市町村の国保に加入していた方が中山町へ転入したとき

〔届出に必要なもの〕
　・社会保険資格喪失連絡票（退職した事業所で発行）
　・世帯主の印かん
　※60歳未満の方は、併せて国民年金加入手続きを行いますので、年
　　金手帳もお持ちください。
国民健康保険から脱退するとき
●就職やご家族の被扶養者になるなどして勤務先から医療保険証の交
　付を受けたとき
●町から転出するとき（下記「㊫保険証の手続き」もご確認ください）

〔届出に必要なもの〕
　・新たに発行された医療保険証（全員分）
　・国保の保険証（脱退する方全員分）
　・世帯主の印かん
　※国保加入者が75歳になり、後期高齢者医療に加入した場合は国保
　　脱退の届出は必要ありません。

㊫保険証の手続き
　大学等修学のために国保加入者である家族と住所地を別にする方は、
特例で中山町の国保に加入することになります。㊫保険証を交付しま
すので、届出を行ってください。また、現在㊫保険証をお持ちの方も、
更新あるいは非該当の届出が必要です。
●新たに学生として町外に住所を移転する場合（㊫該当届）
●進級等により４月以降も引き続き在学中の場合（㊫該当届）
●卒業した場合（㊫非該当届）

〔届出に必要なもの〕
　・在学証明書または学生証の写し（非該当届出時は不要）
　・国保の保険証　・町内世帯主の印かん
　※対象者の現住所および在学する学校の名称・所在地を控えてきて
　　ください。
※届出・お問い合わせ先  

住民税務課住民Ｇ（役場１階③番窓口）  ☎６６２-２１１３

～春は異動の季節です～

☆国民健康保険（国保）の加入・脱退届出は、異動のあった日
　から14日以内にお願いします。
☆届出にはマイナンバー（個人番号）の記載および本人確認が
　必要なため、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カー
　ドと運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
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●
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保
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し
て
く
だ
さ
い
。
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４
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ま
す
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可
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●
期
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４
月
10
日（
日
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●
場
所　
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場
西
側
駐
車
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…
午
前
９
時

　
30
分
～
10
時
30
分　
▼
保
健
福
祉
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ン

タ
ー
…
午
前
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時
～
11
時
30
分　

▼
す
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く
中
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合
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育
館
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側

室
内
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ト
ボ
ー
ル
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後
1
時
～

１
時
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新
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く
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い
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方
は
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規
登
録
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と
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て

別
途
３
０
０
０
円
が
必
要
で
す
）

●
持
ち
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案
内
ハ
ガ
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犬
の
登
録
を
し

て
い
る
方
に
４
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
）

※
犬
が
暴
れ
た
場
合
に
お
さ
え
ら
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る
方
が

お
越
し
く
だ
さ
い
。当
日
会
場
で
接
種
が

受
け
ら
れ
な
い
方
は
、６
月
末
ま
で
に
動

物
病
院
で
必
ず
予
防
接
種
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。狂
犬
病
予
防
接
種
は
、す
べ
て
１

頭
１
針
で
行
っ
て
お
り
、複
数
の
犬
に
同

じ
針
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
そ
の
他　
▼
犬
が
死
亡
し
た
と
き
や
飼
主

が
変
わ
っ
た
と
き
は
、役
場
に
届
出
が
必

要
で
す
。▼
犬
が
い
な
く
な
っ
た
ら
必
ず

村
山
保
健
所（
☎
６
２
７
‐
１
１
８
７
）に

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、万
が
一
の

場
合
に
備
え
、鑑
札
は
必
ず
首
輪
に
着
け

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

勤労文化センター

　４月１日より、勤労文化センターの鍵は中央公
民館で管理します。利用される方は中央公民館で
鍵を受領し、使用後に返却してください。
 貸出・返却受付時間：午前８時50分～午後10時

鍵の貸出方法が変わります

※お問い合わせ先
　教育課生涯学習Ｇ　☎６６２－２２３５

福
祉
灯
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費
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申
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町
民
税
非
課
税
世
帯
へ
の
生
活
支
援
対
策

と
し
て
、
冬
期
間
の
灯
油
購
入
費
を
助
成
し

ま
す
。
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
は
町
か
ら

申
請
書
を
郵
送
し
て
お
り
ま
す
が
、
届
い
て

い
な
い
場
合
で
も
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
（
詳
細
は
２
月
１
日
号

お
知
ら
せ
版
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。
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